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○

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

一

ボ
イ
ラ
ー
（
熱
風
ボ
イ
ラ

燃
料
の
燃
焼
能
力
が
重
油
換
算
一

一

ボ
イ
ラ
ー
（
熱
風
ボ
イ
ラ

環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

ー
を
含
み
、
熱
源
と
し
て

時
間
当
た
り
五
〇
リ
ッ
ト
ル
以
上

ー
を
含
み
、
熱
源
と
し
て

算
定
し
た
伝
熱
面
積
（
以
下
単
に
「

電
気
又
は
廃
熱
の
み
を
使

で
あ
る
こ
と
。

電
気
又
は
廃
熱
の
み
を
使

伝
熱
面
積
」
と
い
う
。
）
が
一
〇
平

用
す
る
も
の
を
除
く
。
）

用
す
る
も
の
を
除
く
。
）

方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
か
、
又
は

バ
ー
ナ
ー
の
燃
料
の
燃
焼
能
力
が
重

油
換
算
一
時
間
当
た
り
五
〇
リ
ッ
ト

ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
二

弗
酸
の
製
造
の
用
に
供
す

環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

二
二

弗
酸
の
製
造
の
用
に
供
す

伝
熱
面
積
が
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以

ふ
つ

ふ
つ

る
凝
縮
施
設
、
吸
収
施
設

り
算
定
し
た
伝
熱
面
積
が
一
〇
平

る
凝
縮
施
設
、
吸
収
施
設

上
で
あ
る
か
、
又
は
ポ
ン
プ
の
動
力

及
び
蒸

溜

施
設
（
密
閉

方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
か
、
又

及
び
蒸

溜

施
設
（
密
閉

が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
こ
と

り
ゆ
う

り
ゆ
う

式
の
も
の
を
除
く
。
）

は
ポ
ン
プ
の
動
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ

式
の
も
の
を
除
く
。
）

。

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


